
（別添） 

○児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基 

準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 24年 3月 30日障発 0330第 16号）  

 

 

（該当部分のみ抜粋） 

第二の１ 

(９) 身体拘束等の廃止・適正化のための取組が適切に行われていない場合の所定単位数の算

定について 

① 対象となる支援 

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支

援、保育所等訪問支援、障害児入所支援、共生型障害児通所支援 

② 算定される単位数 

１日につき５単位を所定単位数から減算する。 

なお、複数の減算事由に該当する場合であっても、１日につき５単位を所定単位数か

ら減算する。 

③ 当該減算については、次の（一）から（四）に掲げる場合のいずれかに該当する事実

が生じた場合であって、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた

月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が

生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単

位数から減算することとする。なお、これは、適正なサービスの提供を確保するための

規定であり、指定障害児通所支援事業所等、指定障害児入所施設及び指定発達支援医療

機関は、身体拘束等の廃止を図るよう努めるものとする。 

なお、都道府県知事は、次に掲げる項目のいずれかに該当する事実が継続する場合に

は、改善を行うよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場

合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

(一)  指定通所基準又は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運

営に関する基準（平成24年厚生労働省令第16号。以下「指定入所基準」という。）

の規定に基づき求められる身体拘束等に係る記録が行われていない場合。なお、事

業所等において身体拘束等が行われていた場合ではなく、記録が行われていない場

合である点に留意すること。 

(二)  指定通所基準又は指定入所基準の規定に基づき求められる身体拘束等の適正化の

ための対策を検討する委員会を定期的に開催していない場合、具体的には、１年に

１回以上開催していない場合。 

なお、当該委員会については、事業所単位でなく、法人単位で設置・開催するこ

とや虐待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めるも可能であるこ

とから、虐待防止委員会と一体的に設置・運営すること（虐待防止委員会において、

身体拘束等の適正化について検討する場合も含む。）をもって、当該委員会を開催し

ているとみなして差し支えない。 

(三)  身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合。 

(四)  身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していない場合、具体的には、

研修を年１回以上実施していない場合。 

④ 令和５年３月 31日までの間は、１の（９）の (二)から（四）に掲げる場合のいずれ 

かに該当する場合であっても、減算しない。 

 


